
JP 2015-114752 A 2015.6.22

10

(57)【要約】
【課題】各都道府県の警察等が公表する交通取締情報等
を運転者に適切に報知する運転支援システム等を提供す
ること。
【解決手段】運転支援システム１は、交通監視活動の実
施予定に関する監視予定情報と、現在に関する情報であ
る現在情報と、を取得し、監視予定情報と現在情報とに
基づいて決定した報知タイミングで、現在情報と監視予
定情報とに基づく報知情報を報知させる制御を実行する
制御手段１１を備え、報知タイミングには、現在情報が
監視予定情報には一致しない場合で、交通監視活動に対
する事前の状況にあると設定された事前状況下のタイミ
ングが含まれている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の運転を支援する情報を報知する運転支援システムであって、
　交通監視活動の実施予定に関する監視予定情報と、現在に関する情報である現在情報と
、を取得し、
　前記監視予定情報と前記現在情報とに基づいて決定した報知タイミングで、
　前記現在情報と前記監視予定情報とに基づく情報である報知情報を報知させる制御を実
行する制御手段を備え、
　前記報知タイミングには、前記現在情報が前記監視予定情報には一致しない場合で、交
通監視活動に対する事前の状況にあると設定された状況である事前状況下のタイミングが
含まれている運転支援システム。
【請求項２】
　請求項１において、前記現在情報には、車両の状況又は車両周辺の状況を表す運転情報
が含まれる運転支援システム。
【請求項３】
　請求項１又は２において、前記監視予定情報としては、交通監視活動が実施される監視
期間が現在よりも先の未来に設定されている第１の監視予定情報のほかに、交通監視活動
が実施される監視期間が現在よりも以前の過去に設定されていた第２の監視予定情報が含
まれており、
　前記制御手段では、前記第２の監視予定情報に関する前記事前状況として、前記現在情
報と所定の関連性を有する状況が設定されている運転支援システム。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項において、前記監視予定情報には、交通監視活動が実施さ
れる監視期間に関する情報が含まれている一方、現在日時に関する情報が前記現在情報と
して取得され、
　前記事前状況は、当該交通監視活動が実施される監視期間を基準とし、当該監視期間を
除く所定の時間的な範囲内に現在時刻が属しているという時間的な近接性の条件が満たさ
れる状況である運転支援システム。
【請求項５】
　請求項４において、前記監視予定情報としては、交通監視活動が実施される監視期間が
現在よりも先の未来に設定されている第１の監視予定情報のほかに、交通監視活動が実施
される監視期間が現在よりも以前の過去に設定されていた第２の監視予定情報が含まれて
おり、
　前記第１の監視予定情報に対する前記所定の時間的な範囲としては、前記監視期間より
も時間的に遡る側の範囲が設定され、
　前記第２の監視予定情報に対する前記所定の時間的な範囲としては、前記監視期間に対
して時間が経過する側の範囲が設定される運転支援システム。
【請求項６】
　請求項５において、前記所定の時間的な範囲としては、交通監視活動の種別毎に異なる
範囲が設定されている運転支援システム。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項において、前記監視予定情報には、交通監視活動が実施さ
れる監視地点あるいは監視エリアを表す位置情報が含まれており、
　前記事前状況は、前記現在情報の一つである車両の現在位置が前記監視地点あるいは前
記監視エリアに適合していないが、その現在位置が当該監視地点あるいは監視エリアに対
して所定の位置的な範囲内であるという場所的な近接性の条件が満たされる状況である運
転支援システム。
【請求項８】
　請求項７において、土地が区画された区画領域を表す領域情報が記憶されており、
　前記所定の位置的な範囲としては、前記監視地点あるいは監視エリアを包含する区画領
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域ではなく、当該区画領域に隣接する他の区画領域のうちの少なくともいずれかが設定さ
れる運転支援システム。
【請求項９】
　請求項７において、車両が走行可能な経路を表す経路情報を利用し、前記監視地点を通
る経路あるいは一部が前記監視エリアに属する経路が特定され、前記所定の位置的な範囲
として設定される運転支援システム。
【請求項１０】
　請求項９において、異なる経路間の接続関係を表すリンク情報を利用し、前記監視地点
を通る経路あるいは一部が監視エリアに属する経路に加えて当該経路に接続する他の経路
が特定され、前記所定の位置的な範囲として設定される運転支援システム。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項において、前記事前状況としては、交通監視活動の種別
毎に異なる状況が設定されている運転支援システム。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項において、前記現在情報の一部は、車外あるいは車内に
向けて検知領域が設けられた検知センサによって取得される情報である運転支援システム
。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか１項において、前記報知情報の報知では、これから実施され
る交通監視活動に関する報知であるか、実施済みの交通監視活動に関する報知であるか、
によって報知態様が異なる運転支援システム。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項において、前記報知情報の報知では、実施中の交通監視
活動に関する報知であるか、実施予定あるいは実施済みの交通監視活動に関する報知であ
るか、によって報知態様が異なる運転支援システム。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか１項において、通信回線を介して電子的に公開される交通監
視活動の実施予定に関する情報を収集して前記監視予定情報を生成する収集手段を備えた
運転支援システム。
【請求項１６】
　請求項１５において、前記収集手段を備えるコンピュータ装置と、
　前記制御手段を備える車載機器と、を含み、
　この車載機器は、前記コンピュータ装置が生成した前記監視予定情報を利用する運転支
援システム。
【請求項１７】
　請求項１５において、前記収集手段及び前記制御手段を備える車載機器よりなる運転支
援システム。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれか１項に記載された運転支援システムとしての機能をコンピュ
ータに実現させるための運転支援プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、交通監視活動に関する情報を運転者に提供することで運転を支援するシステ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、検出対象となる目標物の位置情報を記憶していると共に、ＧＰＳにより車両
の位置を検出可能な運転支援システムが知られている。この運転支援システムによれば、
車両の位置と目標物の位置とが所定の位置関係になったとき、運転者に対して警報を発す
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ることができる。目標物としては、例えば、車両速度を測定する装置や取締・検問エリア
などがある。目標物までの距離が設定距離に到達したとき、目標物に関する情報をディス
プレイ上に表示したり、音声による警報を出力する運転支援システムが提案されている（
例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　速度計測装置や検問エリアなどの警報対象の目標物は、交通事故の発生し易い危険な場
所に設置されるケースが多い。目標物への接近を警報すれば、交通事故の発生し易い危険
な場所への接近を運転者に知らしめて安全運転を促すことが可能になる。上記のように構
成された運転支援システムは、目標物への接近を警報することで運転者に安全運転を動機
付けることができ、交通安全を促進するために有意義なシステムである。
【０００４】
　移動式オービス等の取締や検問など、安全運転を推進するために警察が実施する交通監
視活動の監視地点や監視期間は、インフラ設備として設置される速度計測装置とは異なり
不特定かつ不定期である。このような交通監視活動についても、過去に交通監視活動が行
われた場所を目標物として記憶しておくことも良い。この場合には、その場所に車両が近
づいたとき、交通監視活動に関する情報を運転者に対して提供可能になる。交通監視活動
の実施地点は、交通事故の発生し易い場所であることが多い。このような地点への接近を
警報すれば、運転者に安全運転を促し、事故等が発生するおそれを未然に抑制できる。
【０００５】
　各都道府県の警察は、所轄管内で実施予定の交通監視活動に関する交通取締情報を公表
する場合がある。交通取締情報を公表する目的は、例えば年末など飲酒の機会が増える時
期に飲酒検問の予定を公表することで飲酒運転を未然に抑制すること等にある。近年、こ
のような交通取締情報を取得して報知する運転支援システムも提案されている。
【０００６】
　各都道府県の警察等が公表する交通取締情報では、県、市区町村、警察の所轄単位、路
線等が、交通監視活動の対象地域として指定されることが多い。このような交通取締情報
を報知する運転支援システムの中には、都道府県ごとに交通取締情報を記憶する一方、ど
の都道府県の交通取締情報を報知するかを予め設定しておくシステムがある。この運転支
援システムは、例えば、エンジン始動等によって電源供給が開始されたとき、自宅の所在
地など予め設定された都道府県の公開取締情報を報知する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－２２１６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　自宅の所在する都道府県の公開取締情報を報知する従来の運転支援システムでは、自宅
から相当離れた場所に出向いた場合であっても、自宅の位置を含む都道府県の公開取締情
報が報知されることになる。この運転支援システムは、自宅と同一の都道府県内である限
り、自宅から相当離れた地点や地域で実施される交通監視活動を含め、その都道府県の公
開取締情報を全て報知する。運転者にとって縁の少ない離れた場所の交通取締情報まで含
めると報知する情報量が過大になり、例えば、自宅近くで行われる交通監視活動に関する
重要な情報が見逃されてしまうおそれが生じる。
【０００９】
　本発明は、各都道府県の警察等が公表する交通取締情報等を運転者に適切に報知する運
転支援システム等を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様は、車両の運転を支援する情報を報知する運転支援システムであって、
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　交通監視活動の実施予定に関する監視予定情報と、現在に関する情報である現在情報と
、を取得し、
　前記監視予定情報と前記現在情報とに基づいて決定した報知タイミングで、
　前記現在情報と前記監視予定情報とに基づく情報（報知情報という）を報知させる制御
を実行する制御手段を備え、
　前記報知タイミングには、前記現在情報が前記監視予定情報には一致しない場合で、交
通監視活動に対する事前の状況にあると設定された状況（事前状況という）下のタイミン
グが含まれている運転支援システムにある（１）。
【００１１】
　本発明の一態様は、前記運転支援システムとしての機能をコンピュータに実現させるた
めの運転支援プログラムにある（１８）。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る運転支援システムは、現在情報と監視予定情報とに基づいて決定された報
知タイミングで、現在情報と監視予定情報とに基づく報知情報の報知を実行する。この運
転支援システムは、監視予定情報をそのまま報知するのではなく、現在情報と監視予定情
報に基づく報知情報を報知する。例えば、現在位置や現在時刻や車速など運転状況が反映
された現在情報に基づく報知情報は、報知対象の運転者にとって有用な情報となり得る。
【００１３】
　前記報知タイミングには、前記現在情報が前記監視予定情報には一致しない場合で、交
通監視活動に対する事前の状況にあると設定された前記事前状況下のタイミングが含まれ
ている。事前状況下のタイミングを報知タイミングに設定すれば、報知対象の運転者に対
して適切なタイミングで報知情報を報知できる。このような報知タイミングで報知情報を
報知すれば、例えば、現在情報が監視予定情報には一致しない事前状況において、現在実
施中ではないが運転者に係わりがある可能性がある交通監視活動に対して運転者の注意を
向かわせ安全運転を動機付けることができる。
【００１４】
　一方、このような報知情報を事前状況に限って報知する場合であれば、運転者にほとん
ど関係のない情報の提示を未然に回避できる。このように係わりがほとんどない情報の報
知を回避して報知する情報量を抑制すれば、報知する情報に対する運転者の注意レベルを
高く維持できる。報知情報に対する注意レベルを高く維持すれば、その報知情報の取りこ
ぼしを未然に防止でき、確実性高く運転者等に認識させることができる。報知情報の報知
効果を向上でき、安全運転に対する意識を確実性高く向上できる。
【００１５】
　このように、本発明に係る運転支援システムは、各都道府県の警察等が公表する交通取
締情報などの監視予定情報に基づく情報を運転者に適切に報知可能なシステムである。
【００１６】
　本発明において、前記現在情報が前記監視予定情報に一致しないことの意味としては、
現在情報により特定される状況が、監視予定情報により特定される交通監視活動の対象に
は該当していないこととすると良い。前記現在情報が前記監視予定情報に一致しない場合
としては、例えば、現在情報により特定される現在の日付が、監視予定情報によって特定
される交通監視活動の監視期間に属しておらず過ぎている場合や、現在情報により特定さ
れる現在位置が、監視予定情報により特定される交通監視活動が実施される監視地点から
離れている場合や、現在情報により特定される現在時刻が、監視予定情報によって特定さ
れる交通監視活動の実施時間帯に属しておらず過ぎている場合等とすると良い。
【００１７】
　本発明における好適な一態様の運転支援システムにおいては、前記現在情報には、車両
の状況又は車両周辺の状況を表す運転情報が含まれる（２）。
　車両の状況を表す運転情報としては、例えば、車速や加速度やウィンカー（方向指示器
）動作情報やシートベルト装着情報等の車両情報等がある。車両情報としては、さらに、
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例えば、車両の点検規格であるＯＢＤ（On-board Diagnostics）－II（IIはローマ数字の
「２」。以下「ＯＢＤ」と記載する。）規格に沿って車両側に設けられたＯＢＤコネクタ
を経由して取得される各種の車両情報を含めることも良い。
【００１８】
　例えば、車速が高い状況について、速度取締等の交通監視活動に対する事前状況と判断
することもできる。例えば、移動式オービス等による過去の速度取締の監視予定情報に基
づく報知情報を報知すれば、運転者に制限速度を意識付けでき、制限速度を遵守した安全
運転を促すことができる。例えば、シートベルトを非装着の状況について、検問等の交通
監視活動に対する事前状況と判断することも良い。過去の交通安全週間や検問等の監視予
定情報に基づく報知情報を報知すれば、運転者にシートベルト装着を促すことができる。
【００１９】
　車両周辺の状況を表す運転情報としては、前方に車両が走行しているとか、後方から接
近してくる車両があるとか、併走する車両がある等の情報や、前方の信号が赤であるとか
、前方に横断歩道があるとか、前方に歩行者がいる等の情報や、夕方になって暗くなった
とか、雨が降ってきた等の情報等、さまざまな情報がある。これらの情報は、例えば、ミ
リ波レーダーや、レーザーレーダや、超音波ソナーや、撮像カメラや、雨滴センサや、照
度センサや、赤外線センサ等の検知センサによって取得可能である。
【００２０】
　本発明における好適な一態様の運転支援システムにおいては、前記監視予定情報として
は、交通監視活動が実施される監視期間が現在よりも先の未来に設定されている第１の監
視予定情報のほかに、交通監視活動が実施される監視期間が現在よりも以前の過去に設定
されていた第２の監視予定情報が含まれており、
　前記制御手段では、前記第２の監視予定情報に関する前記事前状況として、前記現在情
報と所定の関連性を有する状況が設定されている（３）。
【００２１】
　例えば警察等が交通監視活動の実施予定を公表する目的のひとつは、交通安全に対する
意識の高揚にある。過去の交通監視活動に関する第２の監視予定情報を報知すれば、実施
が予定された交通監視活動だけでなく、過去の交通監視活動を有効に活用して運転者に安
全運転の意識を高揚できる。
【００２２】
　前記現在情報と関連性を有する状況としては、例えば、交通監視活動がシートベルト取
締であれば、エンジン始動を特定する情報を現在情報として取得したときの状況や、エン
ジンを始動したあと運転を開始するまでの時間として想定される所定時間（例えば夏場で
あれば１分、暖機が必要となる冬場であれば５分等。）が経過した後の状況等とすると良
い。例えば、交通監視活動が飲酒取締であれば、例えば、午後６時以降の現在時刻と共に
、繁華街方向から遠ざかる方向に向かう走行を示す情報を現在情報として取得した状況を
、前記現在情報と関連性を有する状況とすると良い。例えば、交通監視活動が交差点関連
取締であれば、交差点で停止したことを示す情報を現在情報として取得した状況を、前記
現在情報と関連性を有する状況とすると良い。
【００２３】
　本発明における好適な一態様の運転支援システムにおいては、前記監視予定情報には、
交通監視活動が実施される監視期間に関する情報が含まれている一方、現在日時に関する
情報が前記現在情報として取得され、
　前記事前状況は、当該交通監視活動が実施される監視期間を基準とし、当該監視期間を
除く所定の時間的な範囲内に現在時刻が属しているという時間的な近接性の条件が満たさ
れる状況である（４）。
【００２４】
　前記所定の時間的範囲としては、監視期間を基準としたときに未来に当たる先の時間的
範囲とすると良い。また、前記所定の時間的範囲としては、監視期間を基準としたときに
過去に当たる以前の時間的範囲とすると良い。監視期間よりも先の時間的範囲に現在日時



(7) JP 2015-114752 A 2015.6.22

10

20

30

40

50

が属している場合としては、例えば、その監視期間が既に終了し過去になっている場合と
すると良い。監視期間よりも以前の時間的範囲に現在日時が属している場合としては、監
視期間が現在よりも先の未来の期間であり、その交通監視活動が未実施である場合とする
と良い。
【００２５】
　本発明における好適な一態様の運転支援システムにおいては、前記監視予定情報として
は、交通監視活動が実施される監視期間が現在よりも先の未来に設定されている第１の監
視予定情報のほかに、交通監視活動が実施される監視期間が現在よりも以前の過去に設定
されていた第２の監視予定情報が含まれており、
　前記第１の監視予定情報に対する前記所定の時間的な範囲としては、前記監視期間より
も時間的に遡る側の範囲が設定され、
　前記第２の監視予定情報に対する前記所定の時間的な範囲としては、前記監視期間に対
して時間が経過する側の範囲が設定される（５）。
【００２６】
　前記第１の監視予定情報に加えて、過去の交通監視活動に関する前記第２の監視予定情
報に基づく報知情報を報知すれば、過去の交通監視活動の活用をして運転者に安全運転の
意識を高揚できる。その際、運転者に関係のない過去の交通監視活動に関する情報を報知
しても効果は少ないが、運転者に係わりのある事前状況下であれば報知により安全運転に
対する運転者の意識を高めることができる。
【００２７】
　本発明における好適な一態様の運転支援システムにおいては、前記所定の時間的な範囲
としては、交通監視活動の種別毎に異なる範囲が設定されている構成とすると良い（６）
。
　例えば、速度取締など運転者側の関心度合いが高い交通監視活動について長めの範囲を
設定する一方、交通安全キャンペーンなど一般的な交通監視活動については短めの範囲を
設定すると良い。
【００２８】
　本発明における好適な一態様の運転支援システムにおいては、前記監視予定情報には、
交通監視活動が実施される監視地点あるいは監視エリアを表す位置情報が含まれており、
　前記事前状況は、前記現在情報の一つである車両の現在位置が前記監視地点あるいは前
記監視エリアに適合していないが、その現在位置が当該監視地点あるいは監視エリアに対
して所定の位置的な範囲内であるという場所的な近接性の条件が満たされる状況である（
７）。
【００２９】
　現在位置が監視地点あるいは監視エリアの外に位置する場合に前記事前状況を判断でき
、これにより報知情報の報知が可能になる。このような場所的な近接性が満たされる事前
状況下で前記報知情報を報知すれば、交通監視活動の監視地点に近づく可能性がある早い
段階での報知が可能になり、安全運転に対する運転者の意識を早期に高揚できるようにな
る。早い段階で報知すれば、報知情報の取りこぼし等を未然に抑制でき、運転者に確実性
高く認識させることが可能になる。
【００３０】
　本発明における好適な一態様の運転支援システムにおいては、土地が区画された区画領
域を表す領域情報が記憶されており、
　前記所定の位置的な範囲としては、前記監視地点あるいは監視エリアを包含する区画領
域ではなく、当該区画領域に隣接する他の区画領域のうちの少なくともいずれかが設定さ
れる（８）。
　この場合には、前記区画領域を単位として、事前状況を判断するための位置的な範囲を
設定できる。監視地点等を包含する区画領域ではなく、隣接する他の区画領域が事前状況
の対象となる。前記区画領域としては、例えば、都道府県や、市区町村や、各都道府県の
所轄管内等、様々な領域を設定できる。
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【００３１】
　本発明における好適な一態様の運転支援システムにおいては、車両が走行可能な経路を
表す経路情報を利用し、前記監視地点を通る経路あるいは一部が前記監視エリアに属する
経路が特定され、前記所定の位置的な範囲として設定される（９）。
　監視地点を通る経路、あるいは一部が監視エリアに属する経路を前記所定の位置的な範
囲として設定すれば、その経路を運転中の運転者に対して、遠方に位置する早い段階での
早期の報知が可能になる。
【００３２】
　本発明における好適な一態様の運転支援システムにおいては、異なる経路間の接続関係
を表すリンク情報を利用し、前記監視地点を通る経路あるいは一部が監視エリアに属する
経路に加えて当該経路に接続する他の経路が特定され、前記所定の位置的な範囲として設
定される（１０）。
　前記監視地点を通る経路あるいは一部が監視エリアに属する経路に加えて当該経路に接
続する他の経路を設定すれば、監視地点を通る経路に進入する可能性がある早い段階での
報知が可能になる。
【００３３】
　前記所定の位置的な範囲として、例えば、ナビゲーション装置等の経路計算機能によっ
て演算された経路のうち、前記監視地点を通る経路や、一部が前記監視エリアに属する経
路を設定することも良い。経路計算機能によって演算された経路は、その後、走行する可
能性が非常に高い経路である。この経路を所定の位置的な範囲に設定すれば、その経路上
に監視地点等が存在したり、監視エリアを通過する場合に、遠方に位置する早い段階から
報知を実行できるようになる。
【００３４】
　本発明における好適な一態様の運転支援システムにおける前記事前状況としては、交通
監視活動の種別毎に異なる状況が設定されている（１１）。
　例えば、シートベルト取締については、イグニッションオン時等を事前状況として設定
したり、速度取締については、車速が所定速度以上になった時等を事前状況として設定す
るなど、交通監視活動の種別毎に事前状況の設定を変更することも良い。
【００３５】
　本発明における好適な一態様の運転支援システムにおいては、前記現在情報の一部は、
車外あるいは車内に向けて検知領域が設けられた検知センサによって取得される情報であ
る（１２）。
　検知センサとしては、例えば、車内の乗員を検知する乗員センサや、車両の内外を撮影
する車載カメラや、前方や周辺を監視するレーダー装置やソナー等がある。
【００３６】
　本発明における好適な一態様の運転支援システムにおける前記報知情報の報知では、こ
れから実施される交通監視活動に関する報知であるか、実施済みの交通監視活動に関する
報知であるか、によって報知態様が異なる（１３）。
　本発明における好適な一態様の運転支援システムにおける前記報知情報の報知では、実
施中の交通監視活動に関する報知であるか、実施予定あるいは実施済みの交通監視活動に
関する報知であるか、によって報知態様が異なる（１４）。
　これらの場合には、報知態様に応じて、報知情報の種別を直ちに判断できるようになり
、運転者にとってわかり易い報知が可能になる。運転中であっても報知情報を確実性高く
認識できるようになり、報知情報の取りこぼしを抑制できる。
【００３７】
　本発明における好適な一態様の運転支援システムは、通信回線を介して電子的に公開さ
れる交通監視活動の実施予定に関する情報を収集して前記監視予定情報を生成する収集手
段を備えている（１５）。
　前記監視予定情報を自動生成することで、監視予定情報を生成するためのコストを抑制
できる。
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【００３８】
　本発明における好適な一態様の運転支援システムは、前記収集手段を備えるコンピュー
タ装置と、
　前記制御手段を備える車載機器と、を含み、
　この車載機器は、前記コンピュータ装置が生成した前記監視予定情報を利用する（１６
）。
　前記コンピュータ装置が生成した監視予定情報は、例えば、メモリカード等の記憶媒体
や、ＷｉＦｉやブルートゥース等の無線通信を経由して車載機器に取り込むことが可能で
ある。
【００３９】
　本発明における好適な一態様の運転支援システムは、前記収集手段及び前記制御手段を
備える車載機器よりなる（１７）。
　この場合には、外部機器から車載機器に監視予定情報を転送する作業等が一切必要なく
なる。スタンドアローンの非常に便利かつ有用な装置を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】実施例１における、運転支援システムの電気的構成を示すブロック図。
【図２】実施例１における、第３ＤＢに記憶される監視予定情報を示す模式図。
【図３】実施例１における、表示部に表示される表示画面の一例を示す正面図。
【図４】実施例１における、メッセージの構成を示す模式図。
【図５】実施例１における、メッセージの一例を示す図。
【図６】実施例１における、メイン処理を示すフロー図。
【図７】実施例１における、時間的な近接性を説明する図。
【図８】実施例１における、場所的な近接性の一例を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
（実施例１）
　本例は、本発明に係る運転支援システムの一実施形態である運転支援システム１の例で
ある。この内容について、図１～図８を参照して説明する。
　運転支援システム１の具体例としては、例えば、レーダ探知システム、カーナビゲーシ
ョンシステム等の車載機器がある。運転支援システム１は、物理的に単一の機器あるいは
装置によって実現されるシステムであっても良く、複数の機器や装置を組み合わせて実現
されるシステムであっても良い。図１のごとく運転支援システム１は、システムの全体動
作を統括する制御部（制御手段）１１を備えている。
【００４２】
　制御部１１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ、ＲＴＣ、周辺回路等を含むマイコン
を含めて構成されている。制御部１１には、無線受信部１２、ＧＰＳ受信部１３、表示部
１４、スピーカ１５、記憶部１５、及びカードリーダ１７等が電気的に接続されている。
ＲＯＭには、制御部１１に所定の動作を実行させるためのプログラム等が記憶されている
。制御部１１のマイコンがプログラムを実行することにより、運転支援システム１の各種
機能が実現される。
【００４３】
　無線受信部１２は、無線信号を受信するための無線モジュールである。無線受信部１２
が受信する無線信号としては、例えば、速度計測装置から出力されるレーダ信号、取締連
絡用の無線機から送信される無線信号、各警察本部と移動局との間で送受信されるデジタ
ル無線信号、警察専用の自動車携帯電話システムにおいて使用される無線信号、緊急車両
から送信される無線信号等がある。
【００４４】
　無線受信部１２は、異なる周波数の無線信号を個別に受信する複数の無線モジュールを
備える受信部であっても良い。無線受信部１２は、無線信号を受信したとき、受信した無
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線信号の信号レベルを検出し、その信号レベルをReceived Signal Strength Indication
（ＲＳＳＩ）として出力する。制御部１１側では、無線受信部１２から出力されたＲＳＳ
Ｉの電圧レベルに基づいて無線信号の信号レベルを認識し、無線信号の送信元の対象物と
自車両との間の距離を推測可能である。
【００４５】
　ＧＰＳ受信部１３は、ＧＰＳ衛星から送信される無線信号を受信するための無線モジュ
ールである。ＧＰＳ受信部１３は、受信した無線信号に基づいて自車両の位置情報を検出
して出力する。位置情報は、自車両位置（車両の現在位置）の緯度及び経度である。制御
部１１は、ＧＰＳ受信部１３から出力された位置情報に基づいて自車両位置を特定する。
さらに、本例のＧＰＳ受信部１３は、移動速度を車速として出力する。
【００４６】
　本例の運転支援システム１では、制御部１１で取得可能な様々な情報が、車両の状況や
車両周辺の状況等の運転情報を表す現在情報として取り扱われている。現在情報としては
、ＲＴＣ（リアルタイムクロック）による現在の日付・時刻を表す現在日時、無線受信部
１２が出力する各種の受信情報、ＧＰＳ受信部１３が出力する位置情報や車速等がある。
【００４７】
　車両の点検規格であるＯＢＤ（On-board Diagnostics）－II（IIはローマ数字の「２」
。以下「ＯＢＤ」と記載する。）規格に沿って車両側に設けられたＯＢＤコネクタ（故障
診断コネクタ）とＯＢＤアダプタ等を介して接続された状態であれば、例えば、車速、エ
ンジン回転数、エンジン負荷率、点火時期、インテークマニホールドの圧力、吸入空気量
（ＭＡＦ）、インジェクション開時間、エンジン冷却水の温度（冷却水温度）、エンジン
に吸気される空気の温度（吸気温度）、車外の気温（外気温度）、燃料流量、瞬間燃費、
アクセル開度（スロットル開度）、ウインカー情報（左右のウインカーの動作情報）、ブ
レーキ開度、ハンドルの回転操舵角情報等の車両情報を、現在情報として取得可能である
。さらに、車両に実装された乗員検知センサや、ミリ波レーダや、前方カメラや、超音波
ソナーや、周辺カメラ等の各種の検知センサの検知信号を取り込み、現在情報として取り
扱うこともできる。
【００４８】
　表示部１４は、例えば液晶ディスプレイやＥＬディスプレイ等によって構成されている
。表示部１４は、制御部１１による制御に応じて所望の画像を表示する。
　スピーカ１５は、制御部１１による制御に応じて所望の音を出力する。
　カードリーダ１７は、ＳＤカード１７１にアクセスするためのインタフェースである。
制御部１１は、カードリーダ１７を介してＳＤカード１７１に記憶された情報を読み出し
可能である。
【００４９】
　記憶部１６は、各種情報を記憶する不揮発性記憶素子である。記憶部１６は、例えばＥ
ＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、ハードディスクドライブ等により構成されている。記憶
部１６には、地図データ、表示部１４に表示される画像のデータ、スピーカ１５から出力
される音のデータ、各種データベース等が記憶されている。各種データベースとしては、
少なくとも、次に説明する第１ＤＢ及び第２ＤＢがある。
【００５０】
　第１ＤＢは、位置情報に基づいて行政区画を特定可能なポリゴンデータを記憶するデー
タベースである。例えば、行政区画は、都道府県単位よりも小さい市区町村毎に定められ
る。以下、行政区画によって表される領域を区画領域ともいう。ポリゴンデータには、区
画領域を識別するための領域情報が対応付けられている。
【００５１】
　制御部１１は、ＧＰＳ受信部１３から出力される位置情報に基づいて第１ＤＢを参照す
ることで、自車両が位置する区画領域を識別するための領域情報を市区町村単位で特定す
る。なお、区画領域によって表される領域は、市区町村に限定されない。区画領域は、各
都道府県の警察の所轄管内の領域や都道府県の領域など、他の領域を表すものであっても
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良い。
【００５２】
　第２ＤＢは、運転者に報知する目標物（適宜、報知対象物という。）に関する情報を記
憶するデータベースである。目標物としては、例えば、速度計測装置、制限速度切替ポイ
ント、取締エリア、検問エリア、駐禁監視エリア、Ｎシステム、交通監視システム、交差
点監視ポイント、信号無視抑止システム、警察署、事故多発エリア、車上狙い多発エリア
、急／連続カーブ（高速道）、分岐／合流ポイント（高速道）、ＥＴＣレーン事前案内（
高速道）、サービスエリア（高速道）、パーキングエリア（高速道）、パーキングエリア
（高速道）、ハイウェイオアシス（高速道）、スマートインターチェンジ（高速道）、Ｐ
Ａ／ＳＡ内ガソリンスタンド（高速道）、トンネル（高速道）、ハイウェイラジオ受信エ
リア（高速道）、県境告知、道の駅、ビューポイントパーキング等がある。なお、上記の
速度計測装置には、レーダのようにレーダ波（マイクロ波）を発する速度計測装置や、ル
ープコイルのようにレーダ波を発しない速度計測装置等が含まれる。
【００５３】
　第２ＤＢには、報知対象物の種別を示す情報、報知対象物の位置を示す緯度及び経度の
情報、表示部１４に表示する模式図または写真のデータ、及びスピーカ１５から出力する
音のデータ等が、各目標物に対応付けて記憶されている。制御部１１は、ＧＰＳ受信部１
３から出力される位置情報に基づいて第２ＤＢを参照することにより、自車両の近くにあ
る報知対象物を特定する。
【００５４】
　第１ＤＢ及び第２ＤＢは、製品出荷の際、記憶部１６の記憶領域に予め格納されている
。製品出荷後では、周知の手法を用いて、第１ＤＢ及び第２ＤＢのデータを更新可能であ
る。データの更新方法としては、例えば、第１ＤＢ及び第２ＤＢを格納したＳＤカード１
７１を利用した方法がある。カードリーダ１７にセットされたＳＤカード１７１から第１
ＤＢ及び第２ＤＢを読み出し、記憶部１６に記憶させればデータの更新を実現できる。ま
た、例えば、運転支援システム１が具備する赤外線通信機能等の各種の通信機能を利用し
たデータ更新の方法もある。外部機器と赤外線通信を実行することで更新後の第１ＤＢ及
び第２ＤＢを取得し、記憶部１６に記憶させればデータの更新を実現できる。なお、古い
第１ＤＢ等と新しい第１ＤＢ等との差分のデータのみを取得し、データを更新することも
可能である。
【００５５】
　ＳＤカード１７１には、交通監視活動に関する監視予定情報が複数格納された第３ＤＢ
が記憶される。交通監視活動は、安全運転を推進するために不特定の場所で不定期に行わ
れる交通監視活動に関する情報であり、例えば、警察が行う取締や検問等がある。本例の
運転支援システム１では、第３ＤＢを参照することにより、自車両に関係のある交通監視
活動の詳細が特定される。
【００５６】
　第３ＤＢの詳細なデータ仕様について、図２の例を参照しながら説明する。同図中、イ
ンデックス１～１５に格納されている各情報が監視予定情報である。監視予定情報は、全
国の各都道府県警察のホームページ（以下、ＨＰという。）を介して公表される公開取締
情報に基づく情報である。監視予定情報は、この公開取締情報を所定のフォーマットでデ
ータ化して生成される。特に、本例の第３ＤＢに格納される監視予定情報には、交通監視
活動が実施される監視期間が現在に該当する監視予定情報に加えて、現在よりも先の未来
に監視期間が設定されている第１の監視予定情報、及び現在よりも以前の過去に監視期間
が設定されていた第２の監視予定情報が含まれている。
【００５７】
　監視予定情報には、交通監視活動が実施される「都道府県」、「開始日」、「開始時間
」、「終了日」、「終了時間」、交通監視活動を行う「管轄」警察署、「実施場所」、テ
キストベースの報知情報である「表示内容」が含まれている。例えば、図２中、インデッ
クス２の情報は、２０１１年３月７日１２時００分から１８時００分までの間、岩手県警
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の管轄で、葛巻町内のいずれかの地域において取締が行われることを意味している。「実
施場所」のうち「３０２」は、市区町村を特定するための領域情報である。
【００５８】
　監視予定情報のうちの「実施場所」には、市区町村単位で区画領域を識別するための領
域情報が格納される。例えば、交通監視活動が実施される場所として公表された情報が「
県道」等のように複数の市区町村にまたがるような場合、該当する市区町村を識別する領
域情報は、すべて「実施場所」とされる。例えば、図２の第３ＤＢのうち、「県道」にお
いて交通監視活動が実行されるインデックス５の監視予定情報には、領域情報「302（葛
巻町）」「501（軽米町）」及び「209（一関市）」が監視地点に当たる「実施場所」に含
められている。このように、交通監視活動が広域に渡って公開されている場合、複数の領
域情報が監視予定情報に含められる。このような監視予定情報を構成すれば、交通監視活
動が実施される地域（監視エリア）を確実性高く特定できる。
【００５９】
　本例の運転支援システム１では、市区町村単位で領域情報を特定可能なポリゴンデータ
が第１ＤＢに記憶されているので、これらにもとづいて自車両の位置する区画領域の領域
情報を市区町村単位で特定する。自車両の位置する区画領域の領域情報と、監視予定情報
に「実施場所」として対応付けられている領域情報とは、何れも市区町村単位となってい
る。例えば、自車両が位置している区画領域と同一の地域及び隣接する地域を、監視予定
情報における「実施場所」から画一的に検索できるので、自車両の近くで実施されている
交通監視活動の監視予定情報を容易に特定できる。
【００６０】
　例えば、交通監視活動が実施される地域が、Ａ県警では「～署管内」、Ｂ県警では「～
方面」、Ｃ県警では「～号線沿線」のように、地域の単位で公開取締情報が公表されたと
する。この場合、公開取締情報は、公表元の都道府県警察毎に、交通監視活動が実施され
る地域の単位が異なってくる。本例の運転支援システム１によれば、このような場合であ
っても、全ての都道府県警の発表する公開取締情報について、市区町村単位の領域情報を
監視予定情報に対応付け可能であり、「実施場所」として統一的に利用できる。これによ
り、本例の運転支援システム１は、車両が位置する区画領域で実施されている交通監視活
動に関する監視予定情報を、統一的、正確、かつ容易に特定可能である。例えば、「～号
線沿線」や「～方面」のごとく交通監視活動が実施される地域が抽象的に公表された場合
であっても、車両の近くで実施されている交通監視活動に関する情報を確実性高く特定で
きる。
【００６１】
　監視予定情報を構成する「表示内容」には、交通監視活動に関する報知情報がテキスト
情報として格納される。「表示内容」に格納された報知情報は、表示部１４（図１参照。
）に表示されるメッセージとしてそのまま使用される。報知情報のうち［　］で囲まれた
部分には、交通監視活動の種別を表すカテゴリが格納される。「表示内容」の報知情報の
文言は、運転中のチラ見でも内容を把握することができるように「なにを」、「いつ」、
「どこで」の構成が単文で表現されている。「なにを」の情報は、例えば、「速度違反」
、「飲酒」、「一時停止」などの取締の内容を示す情報である。「いつ」の情報は、交通
監視活動が実施される時間帯や日付を示す情報である。「どこで」の情報は、例えば、交
通監視活動が実施される住所や路線を示す情報である。
【００６２】
　制御部１１は、「表示内容」の報知情報に基づくメッセージを、所定の報知タイミング
で表示部１４にテロップ表示する。詳しくは後述するが、本例の運転支援システム１では
、監視予定情報と現在情報とに基づいて報知タイミングが決定される。
　メッセージとしてテロップ表示される報知情報には、交通監視活動の種別（「なにを」
）、交通監視活動が実施される期間（「いつ」）、及び交通監視活動が実施される地域（
「どこで」）が含まれている。メッセージのテロップ表示があれば、例えば、交通監視活
動の種別として取締の重点項目を運転者等が認識できる。取締の重点項目としては、例え
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ば、速度超過、過積載、シートベルト、飲酒運転、信号無視等が挙げられる。さらに、例
えば、交通監視活動が実施される地域として、警察管轄、路線、市区町村等を運転者等が
認識できる。上記のようなメッセージをテロップ表示すれば、運転者に報知情報を詳細に
把握させることができ、これらの点に特に留意した安全運転を動機付けできる。
【００６３】
　ここで、第３ＤＢに格納される監視予定情報の生成方法の一例について説明する。監視
予定情報は、例えば、全国の各都道府県警察のＨＰを介して公表されている公開取締情報
をオペレータ等がデータ化して生成される。監視予定情報をデータ化する際には、図２の
ごとく、実施日、時間帯、場所、種別等を公開取締情報から出来る限り同じ文言で抽出し
た上で、テキスト情報である報知情報が対応付けられる。公開取締情報は、各都道府県警
察のＨＰを介して公表されるため、同図に例示するごとく都道府県毎の監視予定情報とな
っている。それぞれの情報は、日付、時間帯、管轄、市区町村、もしくは取締種別毎に１
件分となっている。ＳＤカード１７１の記憶容量の制約を考慮し、監視予定情報は簡潔に
データ化されている。なお、公開取締情報によっては、第３ＤＢの格納情報のうちの特定
の項目が未公表の場合もある。未発表の項目についてはデータ化は行わず、空きデータと
なる。なお、監視予定情報に対応付けられる項目は、上述の例には限定されない。第３Ｄ
Ｂに格納される情報の生成効率を向上できるよう、それぞれの項目をまとめることも考え
られる。
【００６４】
　公開取締情報をデータ化して生成された監視予定情報を含む第３ＤＢは、ユーザー側で
専用ＨＰからダウンロード可能である。ダウンロードされた第３ＤＢの内容は、ＳＤカー
ド１７１に記憶される。制御部１１は、第３ＤＢに格納された監視予定情報の中から報知
対象の監視予定情報を選択して読み出す。
【００６５】
　選択される監視予定情報としては、まず、「開始日」、「開始時間」、「終了日」、「
終了時間」、「実施場所」等の監視予定情報に対して、自車両位置や現在時刻等の現在情
報が一致している監視予定情報がある。さらに、自車両位置や現在時刻等の現在情報が監
視予定情報とは一致していないが、現在情報が交通監視活動の「事前状況」にあると判断
される監視予定情報も選択される。なお、「事前状況」の具体的な内容、及び選択され読
み出された監視予定情報に基づいて生成されたメッセージが表示部１４に表示される処理
の詳細については後述する。
【００６６】
　次に、表示部１４に表示される表示画面の一例である表示画面２０について、図３を参
照して説明する。表示画面２０には、メイン表示領域２１、第１サブ表示領域２２、及び
第２サブ表示領域２３が配置されている。メイン表示領域２１は、自車両と報知対象物と
の位置関係を示すための画像を表示するための領域である。第１サブ表示領域２２は、自
車両が位置する区画領域の名称を表示するための領域である。第２サブ表示領域２３は、
交通監視活動に関するメッセージを表示するための領域である。
【００６７】
　メイン表示領域２１には、地図画像を表示する領域２１１、報知対象物の種別及び報知
対象物までの距離を表示する領域２１２、車両の走行速度を表示する領域２１３、表示モ
ード及び現在時刻を表示する領域２１４等が配置されている。
　地図画像は、自車両位置の周辺の地図データを記憶部１６から読み出して生成される画
像である。メイン表示領域２１のうち領域２１１に表示する地図画像の範囲は、運転者に
よる設定に応じて決定される。領域２１１に表示された地図画像上には、自車アイコン３
１、及びターゲットアイコン３２が重ねて表示される。自車アイコン３１は、地図画像に
対して自車両がどの位置にあるかを示すためのアイコン表示である。制御部１１は、ＧＰ
Ｓ受信部１３から出力された位置情報により自車両位置を特定し、地図画像の中の自車両
位置に対応する箇所に重ねて自車アイコン３１を表示する。
【００６８】
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　ターゲットアイコン３２は、地図画像における報知対象物の位置を示すためのアイコン
表示である。ターゲットアイコン３２の内部に表示された図形は、報知対象物の種類（カ
テゴリー）を示している。制御部１１は、第２ＤＢに基づいて報知対象物の位置を特定し
、地図画像の中の報知対象物の位置に対応する箇所に重ねてターゲットアイコン３２を表
示する。報知対象物の種別及び報知対象物までの間の距離は、領域２１２にテキスト表示
される。
【００６９】
　制御部１１は、自車両から報知対象物までの距離が所定距離よりも小さくなったとき、
報知対象物の種類に応じて模式図または写真のデータを第２ＤＢから読み出し、地図画像
に重ねて表示する。さらに報知対象物に応じた音声データを第２ＤＢから読み出し、スピ
ーカ１５から出力する。例えば、速度計測装置が５００ｍ未満に接近したときには、速度
計測装置の模式図または写真のデータを第２ＤＢから読み出して地図画像に重ねて表示す
ると共に、「５００ｍ先　速度計測装置です。スピード注意」という音声を第２ＤＢから
読み出してスピーカ１５から出力する。
【００７０】
　制御部１１は、無線受信部１２から出力されるＲＳＳＩの電圧レベルに基づき、報知対
象物が自車両の近くにあるか否かを判断する。ＲＳＳＩの信号レベルは、無線受信部１２
が受信する無線信号の強度に比例して大きくなる。制御部１１は、ＲＳＳＩに関する閾値
判断により、自車両から報知対象物までの距離が所定距離よりも小さくなったか否かを判
断する。制御部１１は、この距離が所定距離よりも小さくなったと判断したとき、報知対
象物の種類に応じて模式図または写真のデータを第２ＤＢから読み出し、地図画像に重ね
て表示する。さらに、報知対象物に応じた音声データを第２ＤＢから読み出してスピーカ
１５から出力する。例えば、緊急車両が所定距離内に接近したときには、緊急車両の模式
図または写真のデータを第２ＤＢから読み出して地図画像に重ねて表示すると共に、「緊
急車両です。スピード注意」という音声を第２ＤＢから読み出してスピーカ１５から出力
する。
【００７１】
　以上のように動作する本例の運転支援システム１は、自車両の近くに報知対象物が存在
することを運転者に報知可能である。運転者は、メイン表示領域２１を視認することで自
車両近くの報知対象物を認識できる。交通事故の発生し易い危険な場所に設置される場合
が多い報知対象物への接近を運転者に知らせれば、危険な場所への接近時に安全運転を促
すことができる。
【００７２】
　メイン表示領域２１には地図画像が表示されるので、運転者は、自車両の周辺の地理の
情報を把握できる。例えば、運転者は、周辺の道路環境を把握することで、事前に走行速
度を減速したり、事前に周囲の環境に十分注意できる。このように本例の運転支援システ
ム１は、運転者の安全運転のために必要な情報を、報知情報のメッセージと共に運転者に
提示することが可能になっている。
【００７３】
　制御部１１は、メイン表示領域２１のうち領域２１１に表示する自車アイコン３１及び
ターゲットアイコン３２と地図画像との間で位置合わせをし、同期をとりながら表示を行
う。自車アイコン３１の表示位置は、領域２１１の下方中央部位に固定されている。地図
画像の向きは、車両の進行方向が上側になるように設定される。自車両の進行方向が変わ
った（曲がった）場合には、それに合わせて地図画像が回転する。自車両が前進した場合
、地図画像は下方にスクロール移動する（いわゆるヘディングアップ表示）。なお、この
ような表示の制御は、カーナビゲーションシステムにおける地図の表示制御、すなわち、
自車両の位置を画面中央に固定した状態で地図画像を適宜スクロール等させる制御を利用
して実現される。
【００７４】
　第１サブ表示領域２２には、自車両が位置する区画領域の名称が表示される。制御部１
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１は、ＧＰＳ受信部１３から出力された位置情報に基づき、上記の第１ＤＢを参照するこ
とにより自車両が位置する区画領域の領域情報を特定する。特定された領域情報に対応す
る区画領域の名称が第１サブ表示領域２２に表示される。運転者は、第１サブ表示領域２
２に表示された名称を視認することで自車両が位置する区画領域を把握できる。
【００７５】
　第２サブ表示領域２３には、交通監視活動に関する報知情報としてのメッセージ（報知
情報）が表示される。このメッセージは、ＳＤカード１７１に記憶された第３ＤＢに格納
された監視予定情報に基づいて生成されるテキストベースの報知情報である。メッセージ
は、取締実施日、時間、取締種別、取締場所（路線、管轄など）等の情報を含んでいる。
なお、各都道府県警察から公表される公開取締情報の内容には若干の相違があるため、表
示される内容は都道府県よって異なる部分がある。メッセージに含まれる報知情報の数が
２件以上となってメッセージの文字数が多くなった場合には、制御部１１は、メッセージ
をテロップで流して第２サブ表示領域２３に表示する。
【００７６】
　第２サブ表示領域２３に表示するメッセージの具体例について、図４及び図５を参照し
て説明する。同図のごとくメッセージ４１は、監視予定情報のカテゴリ毎に区分された複
数のフェーズ（第１フェーズ４２、及び第２フェーズ４３）を含んでいる。第１フェーズ
４２、及び第２フェーズ４３には、報知情報が１件以上含まれている。複数の報知情報が
１つのフェーズに含まれる場合、これらは順番に並べられる。図４のうち、「○○情報」
「△△情報」が、各件の報知情報に相当している。各フェーズの先頭には、報知情報の概
要を示すタイトルが付加される。
【００７７】
　このように、第２サブ表示領域２３に表示されるメッセージは、運転者に報知される複
数の報知情報が種別（カテゴリ）ごとに分類されて作成された情報となっている。このメ
ッセージによれば、交通監視活動に関する報知情報をカテゴリ毎に区別して運転者に認識
させることができる。なお、１フェーズに登録可能な文字数は、例えば、全角文字で１２
８文字（バイト数換算で２５６バイト）までに制限される。このような文字数の制限を設
定すれば、運転者が運転しながらでも内容を把握し易くなる。
【００７８】
　１フェーズに登録される文字数が１２８文字を超えた場合、報知情報はさらに詳細なカ
テゴリに区分される。例えば、図５では、タイトルが「＜＜公開取締情報　愛知県警＞＞
」である第１フェーズと、タイトルが「＜＜交通規制情報　愛知県警＞＞」である第２フ
ェーズと、に区分されている。第１フェーズには、「取締」に関する情報（図２における
インデックス２及び３の監視予定情報に相当する。）が格納されている。
【００７９】
　一般的に、運転中に表示部１４を視認する場合、運転者が長時間、表示部１４を見続け
ることは困難である。それ故、多くのメッセージを表示部１４に一度に表示すると、運転
者等がメッセージを正確に認識できなくなるおそれがある。これに対して、本例の運転支
援システム１では、第２サブ表示領域２３に収まらないメッセージをスクロール表示する
ことで、一度に表示される情報量を抑制して上記のような問題を未然に回避している。こ
の運転支援システム１では、監視予定情報に基づいて作成された報知情報であるメッセー
ジをカテゴリ毎に区分し、第２サブ表示領域２３にスクロール表示している。これにより
、第２サブ表示領域２３に一度に表示されるメッセージの情報量を抑制できると共に、表
示されるテキストの文字を大きくできる。運転者にあっては、運転中に短い間隔で繰り返
し表示部１４を視認する場合でも、第２サブ表示領域２３に表示されるメッセージを正確
に認識できるようになる。
【００８０】
　例えば、図４に示すメッセージ４１を第２サブ表示領域２３に表示させる場合、第１フ
ェ－ズ４２（タイトル、○○情報（１件目）、○○情報（２件目））を第２サブ表示領域
２３に順次スクロール表示させ、第１フェーズ４２のスクロール表示がすべて完了したら
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、第２フェーズ４３に突入する。残りのフェーズがなくなった場合、第１フェーズ４２か
ら順にスクロール表示を繰り返す。スクロール表示は複数回にわたって繰り返し実行され
るので、運転者は、メッセージを一旦見逃してしまった場合でも、繰り返して表示される
メッセージを認識可能である。
【００８１】
　なお、メッセージのうち第１フェーズ４２のタイトルをはじめに第２サブ表示領域２３
に表示させると同時に、スピーカ１５からアラーム音（ピロリーン、ピロリーン）を出力
させている。これにより、報知情報であるメッセージが第２サブ表示領域２３に表示され
ていることを運転者に知らしめることができる。
【００８２】
　車両の走行に応じて車両の位置する区画領域が変化し、第２サブ表示領域２３に表示す
るメッセージを更新した場合、同様に、スピーカ１５からアラーム音を出力する。これに
よって運転者は、アラーム音によって通知が行われた場合に表示部１４を視認することで
、更新されたメッセージを確実に認識できる。このようにして運転支援システム１は、更
新されたメッセージについて、運転者による見落としを未然に防止できる。
【００８３】
　制御部１１は、メッセージを第２サブ表示領域２３にスクロール表示する場合のスクロ
ール速度を車速（車両の走行速度）に応じて変化させる。例えば、車速が高い場合、長時
間連続して表示部１４に視線を向けることができない運転状況を想定できる。このような
場合、運転者が単文でも理解できるようにメッセージのスクロール速度を遅くする。これ
により、運転者が短い時間内でメッセージを確実に認識できるようになる。一方、例えば
車速が低い場合、比較的長時間連続して表示部１４に視線を向けることが可能な運転状況
を想定できる。このような場合、メッセージのスクロール速度を速める。これにより、運
転者が大量のメッセージを確実性高く認識できるようになる。さらに、車両が停車してい
る間は、様々な公開取締情報も閲覧できるよう、メッセージのスクロール速度を更に速く
する。
【００８４】
　さらに、制御部１１は、メッセージを第２サブ表示領域２３に表示する際、対象の交通
監視活動が実施中であるか、実施済みであるか、実施予定であるかによって異なる表示色
でメッセージを表示する。実施中の交通監視活動のメッセージが赤、実施予定に対応する
メッセージが黄色、実施済みが青となっている。なお、これに代えて、例えば、テキスト
表示色を一定にする一方、第２サブ表示領域２３の背景色を変更することで表示態様を異
ならせることも良く、実施中であるか実施予定であるか実施済みであるかを表す表示ラン
プを設け、メッセージ表示中にいずれかの表示ランプを点灯させることで表示態様を異な
らせることも良い。
【００８５】
　第１サブ表示領域２２には車両が位置する区画領域の名称が表示されるので、運転者は
、第２サブ表示領域２３に表示されるメッセージと区画領域とを併せて認識できる。例え
ば、交通監視活動が広域にわたって実施される場合では、自車両の位置が監視活動が実施
される地域全体のうちどの部分に相当するか、運転者が確認できるようになる。例えば、
交通監視活動が実施される地域として路線が公表された場合を仮定する。自車両が移動し
、公表された路線が属する区画領域に自車両が進入したとする。このとき、第１サブ表示
領域２２には、自車両が位置する区画領域の名称が表示される。第２サブ表示領域２３に
は、公表された路線を含むメッセージが表示される。運転者は、メイン表示領域２１に表
示された地図画像を参照することによって、第１サブ表示領域２２に表示された名称の区
画領域内から、メッセージに含まれている路線の場所を容易に特定でき、自車両と路線と
の位置関係を認識できる。運転者は、自車両が路線に接近しているか否かを判断すること
によって、安全運転に特に留意するべき場所を把握し、運転を続けることができる。
【００８６】
　次に、図６を参照しながら制御部１１において実行されるメイン処理について説明する
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。運転支援システム１に電源が投入された場合に、ＲＯＭに記憶されたプログラムを制御
部１１が実行することによりメイン処理が実行される。メイン処理の開始に応じて、制御
部１１は、まず最初に、ＧＰＳ受信部１３が出力する位置情報を取得すると共に、その位
置情報に基づき自車両位置の緯度及び経度を特定することにより地図画像上における自車
両位置を特定する（Ｓ１０１）。続いて、制御部１１は、取得した位置情報に基づき、記
憶部１６の第１ＤＢを参照することにより自車両が位置する区画領域の領域情報を取得し
（Ｓ１０２）、その領域情報をＲＡＭに記憶させる。
【００８７】
　制御部１１は、自車両位置を含む周辺の地図画像を記憶部１６に記憶された地図データ
に基づいて生成する。地図画像は、表示部１４の画面のメイン表示領域２１のうちの領域
２１１に表示される（Ｓ１０３）。領域２１１に表示される地図画像の大きさは、運転者
によって予め設定された条件に基づいて調整される。制御部１１は、続いて、地図画像の
うち、Ｓ１０１で特定された自車両位置に対応する箇所に重ねて自車アイコン３１を表示
する（Ｓ１０４）。運転者は、メイン表示領域２１に表示された地図画像及び自車アイコ
ン３１を視認すれば、自車両の位置を含む周辺の地理の情報を把握可能である。
【００８８】
　制御部１１は、Ｓ１０２で取得した領域情報に基づいて、自車両が位置する区画領域の
名称を市区町村単位で特定する。区画領域の名称は、記憶部１６に予め記憶された領域情
報と名称との対応表を参照することで特定される。特定された区画領域の名称は、表示部
１４の画面のうち第１サブ表示領域２２に表示される（Ｓ１０５）。運転者側では、第１
サブ表示領域２２に表示された名称を視認することで、自車両が位置する区画領域を市区
町村単位で認識可能である。
【００８９】
　続いて、制御部１１は、現在日時（日付及び時刻）等の現在情報を特定する（Ｓ１０６
）。例えば現在日時は、図示外のリアルタイムクロック（ＲＴＣ）から取得する。続いて
、ＳＤカード１７１に記憶された第３ＤＢを読み出し、第３ＤＢに格納された監視予定情
報を参照する（Ｓ１０７）。そして、ＳＤカード１７１から読み出した第３ＤＢに格納さ
れた監視予定情報に基づいて、第２サブ表示領域２３に表示する報知情報であるメッセー
ジを次のように生成する。
【００９０】
　ＳＤカード１７１の第３ＤＢに格納された監視予定情報のうち、自車両位置（領域情報
）や現在日時等の現在情報が一致する監視予定情報、及び現在情報が「事前状況」にある
と判断される監視予定情報を選択する。
　例えば、現在情報が一致する監視予定情報を選択する際には、まず、Ｓ１０２で特定し
た領域情報と同一の領域情報が「実施場所」として対応付けられている監視予定情報を抽
出する。制御部１１は、その監視予定情報にに対応付けられた「開始日」、「開始時間」
、「終了日」、「終了時間」（図２参照）に基づいて交通監視活動が実施される監視期間
を特定し、現在日時が監視期間に含まれるという条件を満たす監視予定情報を選択する。
　例えば、時間的な近接性が満たされる「事前状況」にあると判断される監視予定情報を
選択する際には、まず、自車両位置に対応する領域情報（Ｓ１０２で特定）と同一の領域
情報が「実施場所」として対応付けられている監視予定情報を抽出する。制御部１１は、
その監視予定情報にに対応付けられた「開始日」、「開始時間」、「終了日」、「終了時
間」（図２参照）に基づいて交通監視活動が実施される監視期間を特定し、その監視期間
に対して現在日時が時間的な近接性を満たしている監視予定情報を選択する。なお、時間
的な近接性の内容については後で詳しく説明する。
　例えば、隣接する他の区画領域に対応する監視予定情報であって、場所的な近接性が満
たされる「事前状況」にあると判断される監視予定情報を選択する際には、まず、各監視
予定情報の監視期間を特定し、その監視期間が現在日時を包含している監視予定情報を抽
出する。制御部１１は、自車両位置が属する区画領域に隣接する他の区画領域の領域情報
が「実施場所」として対応付けられた監視予定情報を、場所的な近接性を満たす監視予定
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情報として選択する。なお、場所的な近接性の内容については後で詳しく説明する。
【００９１】
　監視予定情報が選択されなかった場合（Ｓ１０８：ＮＯ）、第２サブ表示領域２３に表
示する報知情報（メッセージ）が生成されることなく処理がＳ１０１に戻る。一方、１件
以上の監視予定情報が選択された場合は（Ｓ１０８：ＹＥＳ）、その監視予定情報に基づ
き、第２サブ表示領域２３に表示させる報知情報が以下のようにして生成される（Ｓ１０
９）。
【００９２】
　制御部１１は、選択された監視予定情報を交通監視活動の種別（カテゴリ）ごとに区分
して並べる。カテゴリ毎に並べた報知情報の先頭には、各カテゴリの概要を示すタイトル
が付加される。タイトルは、予め用意された複数のタイトルのうち最適なタイトルが選択
される。最適なタイトルの選択は、例えば次のようにして行う。タイトルとカテゴリとを
対応付けたテーブルを、記憶部１６に予め記憶しておく。報知情報をカテゴリ毎に区分し
て並べた場合、区分した各カテゴリに対応するタイトルを、記憶部１６に記憶されたテー
ブルを参照することによって特定する。特定したタイトルを、カテゴリを示す最適なタイ
トルとして、並べた監視予定情報の先頭に付加する。これによって、メッセージを構成す
る各フェーズを作成し、ＲＡＭに記憶させる。
【００９３】
　続いて制御部１１は、車速を特定する（Ｓ１１０）。本例では、ＧＰＳ受信部１３が出
力する移動速度が車速として取り扱われる。これに代えて、図示外の加速度センサに基づ
いて特定しても良いし、車両側のＯＢＤコネクタを介して取得したＯＢＤデータに基づい
て特定しても良い。制御部１１は、Ｓ１０９で生成したメッセージをスクロール表示させ
る際のスクロール速度を車速に応じて決定する。具体的には、車速に反比例するようにス
クロール速度が決定される。制御部１１は、このように決定したスクロール速度で第２サ
ブ表示領域２３にメッセージをスクロール表示する（Ｓ１１１）。このような制御によれ
ば、車速が速く運転者が長時間連続して表示部１４を視認できない状態下でスクロール速
度を遅くすることで、”ちら見”等の短時間の間でのメッセージの認識を確実にしている
。一方、車速が遅いときにはスクロール速度が速くなるので、大量のメッセージ（報知情
報）を表示できるようになる。車速が遅い状況では、運転者が比較的長時間連続して表示
部１４を視認できるので、大量のメッセージを表示しても取りこぼし等が発生する可能性
は低い。なお、第２サブ表示領域２３にメッセージをはじめてスクロール表示した場合、
スピーカ１５からアラーム音を出力する。
【００９４】
　制御部１１は、車両の移動に伴ってＳ１０２で取得した領域情報が変更されたか否かを
判断する。領域情報が変更されたか否かは、ＲＡＭに前回記憶した領域情報と、今回記憶
した領域情報と、が相違するか否かによって判断する。領域情報が変更された場合、Ｓ１
０９で作成したメッセージが新たに更新されている可能性がある。そこで、制御部１１は
、Ｓ１０９で作成したメッセージが新たに更新されたか否かを判断する（Ｓ１１２）。メ
ッセージが更新されたか否かは、ＲＡＭに前回記憶したメッセージと、今回記憶したメッ
セージとが相違するか否かによって判断できる。
【００９５】
　Ｓ１０９で作成したメッセージに変更がない場合（Ｓ１１２：ＮＯ）、そのまま処理が
Ｓ１０に戻る。一方、メッセージが新たに更新されている場合（Ｓ１１２：ＹＥＳ）、ス
ピーカ１５からアラーム音を出力する（Ｓ１２２）。このようにアラーム音を出力すれば
、第２サブ表示領域２３に対して運転者の注意を惹くことができ、新たに更新されたメッ
セージを確実性高く運転者に認識させることが可能になる。本例の運転支援システム１で
は、このような工夫によって更新されたメッセージの見落としを未然に抑制している。な
お、アラーム音の出力後、処理はＳ１０１に戻る。
【００９６】
　なお、メイン処理において、例えば、Ｓ１０８、Ｓ１１２及びＳ１２２の後、Ｓ１０１
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に戻る場合につき、所定のウェイト時間（例えば１秒間）を設定しても良い。また例えば
メイン処理では、Ｓ１０８、Ｓ１１２及びＳ１２２の後、車両の走行距離が所定距離以上
となった場合にＳ１０１に戻る処理を行うようにしても良い。そして、Ｓ１０において自
車両位置を繰り返し特定し、特定した自車両位置に基づいて、メッセージを繰り返し生成
することも良い。このように構成すれば、制御部１１の処理負荷を軽減させつつ、監視活
動に関するメッセージを的確に生成して表示できるようになる。
【００９７】
　以上のように構成された本例の運転支援システム１は、自車両位置や現在時刻等の現在
情報が一致しない監視予定情報の中から前記「事前状況」に有ると判断される監視予定情
報を選択し、メッセージを表示可能である。この運転支援システム１では、自車両位置が
不一致であったり、過去に実施された交通監視活動に関するものであっても、一定の関連
性を有する監視予定情報については、運転者に関係のある重要な情報として取り扱われる
。
【００９８】
　自車両位置や現在日時等の現在情報が、監視予定情報には一致しないが、対応する交通
監視活動と所定の関連性を有する事前状況について例を挙げて説明する。事前状況として
は、下記の通り、（１）時間的な近接性が満たされる事前状況、（２）場所的な近接性が
満たされる事前状況、（３）現在情報と関連性を有する事前状況、等がある。
【００９９】
（１）時間的な近接性が満たされる事前状況。
　時間的な近接性が満たされる「事前状況」としては、例えば、現在時刻が監視期間には
属していないが、自車両が位置する区画領域内で過去に交通監視活動が実施されたか、あ
るいは交通監視活動の予定があるような状況がある。例えば、自車両が位置する区画領域
において、先月とか先週など過去に実施されたシートベルト取締に関する監視予定情報に
ついては、現在情報が表す状況が時間的な近接性を満たす「事前状況」にあると判断され
て選択される。
【０１００】
　時間的な近接性が満たされる事前状況は、交通監視活動が実施される監視期間を基準と
し、その監視期間を含まない所定の時間的な範囲内に現在時刻が属しているという状況で
ある。
　図７のごとく、監視期間（同図中丸囲みゼロの範囲）を含まない所定の時間的な範囲と
しては、監視期間よりも時間的に遡る側の同図中丸囲み１の範囲と、監視期間に対して時
間が経過する側の同図中丸囲み２の範囲と、がある。
【０１０１】
　例えば、図７において、丸囲み１の範囲に現在時刻（例えば、同図中の逆三角囲み１）
が属している状況は、丸囲みゼロの範囲の交通監視活動に対する「事前状況」となる。こ
の「事前状況」では、交通監視活動が実施される監視期間が、同図中の逆三角囲み１の現
在よりも先の未来に設定されている。それ故、丸囲み１の範囲に現在時刻が属しているこ
の「事前状況」においては、丸囲みゼロの範囲の交通監視活動に関する情報が第１の監視
予定情報となる。
　一方、例えば、図７において、丸囲み２の範囲に現在時刻（例えば、同図中の逆三角囲
み２）が属している状況も、丸囲みゼロの範囲の交通監視活動に対する「事前状況」とな
る。この「事前状況」においては、交通監視活動が実施される監視期間が、同図中の逆三
角囲み２の現在よりも以前の過去に設定されている。それ故、丸囲み２の範囲に現在時刻
が属しているこの「事前状況」においては、丸囲みゼロの範囲の交通監視活動に関する情
報が第２の監視予定情報となる。
【０１０２】
　例えば、自車両が位置する区画領域でのシートベルト取締に関する監視予定情報につい
ては、現在実施中あるいは実施予定の監視予定情報だけでなく、実施済みの監視予定情報
についても時間的な近接性が満たされる「事前状況」にあるとして取り扱いできる。例え
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ば、「○月×日午後、○○署管内で、シートベルト取締が行われました。シートベルトが
着用されているか確認しましょう。」等のように実施された頻度や、直近に実施された時
期等を併せて報知することも良い。このような報知を実行すれば、日頃から取締に対する
「意識付け」を行うことができる。
【０１０３】
　実施済みの過去の監視予定情報であっても、同じ場所で再度、同様の取締が実施される
可能性がある。あるいは次回の交通監視活動に関する情報が公開取締情報として公表され
ていない可能性もある。それ故、上記のような過去の交通監視活動に関するメッセージは
、運転者が安全運転を遂行する上での有用な参考となる。実施済みの過去の監視予定情報
等は、現在時刻等の現在情報が監視予定情報には一致していないが、時間的な近接性の条
件を満たすとして選択される。
【０１０４】
　なお、過去の監視予定情報を選択等するためには、例えば、スマートフォン（多機能型
携帯電話）等で採用されているＳＱＬｉｔｅのような組込用データベースを搭載すると共
に、日時、場所の座標範囲、取締内容等をテーブルに設定しておくことも良い。当然なが
ら「過去分」の監視予定情報をある程度の期間、消さずにとっておく必要がある。例えば
、場所を検索キーとして設定すれば、ＧＰＳ受信部１３による位置情報がテーブル中の「
場所の座標範囲」に含まれる監視予定情報の選択等が可能になる。検索キーとしては場所
に限らず、時刻や車速等の車両情報等を利用できる。例えば、時間を検索キーに設定すれ
ば、現在時刻から先の時間帯の取締を自車両位置を含む比較的広い範囲（例えば県単位）
で検索することができる。例えば、「○○地区ではこれからの時間帯、○日前に、××取
締が実施されました。注意しましょう。」のような報知が可能になる。実施済みの交通監
視活動に対応する過去の監視予定情報（第２の監視予定情報）に限らず、実施予定の交通
監視活動に対応する未来の監視予定情報（第１の監視予定情報）に関するメッセージによ
る報知を実行することも良い。このような報知があれば、運転者等が、数日前にこれから
の取締の予定を前もって知ることができる。
【０１０５】
　なお、過去の交通監視活動の監視予定情報に関するメッセージであるか、未来の交通監
視活動の監視予定情報に関するメッセージであるか、を運転者側から区別可能なようにメ
ッセージを表示することも良い。例えば、メッセージの表示色や背景色を変更すれば、運
転者側から区別し易くなる。
　所定の時間的な範囲は、交通監視活動の種別毎に異なる範囲を設定することもできる。
例えば、速度取締など重要度合いの高い交通監視活動について長めの時間的範囲を設定す
る一方、交通キャンペーンなど重要度合いの低い交通監視活動については短めの時間的範
囲を設定できる。
【０１０６】
（２）場所的な近接性が満たされる事前状況。
　場所的な近接性が満たされる「事前状況」としては、例えば、自車両が位置する区画領
域が交通監視活動の対象区画領域に隣接している一方、現在時刻がその監視期間に含まれ
るか、あるいは直前であるような状況がある。例えば、自車両が位置する区画領域に隣接
する他の区画領域において実施中のシートベルト取締に関する監視予定情報については、
現在情報が表す状況が場所的な近接性を満たす「事前状況」にあると判断される。なお、
そのシートベルト取締の監視予定情報に基づくメッセージは、隣接する区画領域で実施中
の交通監視活動であることを特定可能に表示することが良い。例えば、現在情報に適合す
る監視予定情報とは、メッセージの表示色を変えたり、背景色を変更したりするのが良い
。
【０１０７】
　場所的な近接性が満たされる事前状況は、現在情報の一つである自車両位置が監視地点
あるいは監視エリアに一致していないが、その監視地点あるいは監視エリアに対して所定
の位置的な範囲内であるという場所的な近接性の条件が満たされる状況である。例えば、
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監視地点あるいは監視エリアを包含する区画領域（図８中の丸囲みゼロの領域）ではなく
、その区画領域に隣接する他の区画領域（同図中の丸囲み数字１～６の領域）のうちの少
なくともいずれかを、前記所定の位置的な範囲として設定することも良い。なお、図８で
は、各領域を模式的に正六角形で図示しているが、当然ながら、各領域の形状は領域毎に
様々である。
【０１０８】
　例えば、監視予定情報に係る区画領域外に自車両が位置しているが、数時間以内にその
区画領域への進入が可能な所定の（距離）範囲内であって、かつ、進行方向の延長線がそ
の区画領域と交差する場合に、その区画領域に係る監視予定情報を「事前状況」にあると
判断することも良い。この場合には、監視予定情報に係る区画領域に進入する前に、事前
にその監視予定情報に係る取締予定を運転者に認識させることができる。例えば、交通監
視活動が一時停止取締であれば、その取締が実施される区画領域内への進入が予想される
他の区画領域内のいずれかの交差点で停止した旨の現在情報が取得された報知タイミング
で、一時停止取締に関する報知情報が事前に報知されることになる。交差点での停止とい
う状況と、交通監視活動が一時停止取締であるという関係付けにより、運転者に対して事
前に一時停止取締の実施を報知でき、これにより、交差点通過時は注意を要する旨を運転
者に印象付けできる。
【０１０９】
　例えば、監視地点を通る経路あるいは一部が前記監視エリアに属する経路を、場所的な
近接性が満たされる所定の位置的な範囲として設定することも良い。当然ながら、このよ
うな位置的な範囲を設定するためには、例えば、道路を表す経路情報を第１ＤＢに格納し
ておく必要がある。
　例えば、監視地点を通る経路あるいは一部が監視エリアに属する経路に加えて当該経路
に接続する他の経路を、前記所定の位置的な範囲として設定することも良い。当然ながら
、この場合には、異なる経路間の接続関係を表すリンク情報を第１ＤＢに格納しておく必
要がある。
【０１１０】
　例えば、目的地までの経路のうち監視地点を通る経路あるいは一部が監視エリアに属す
る経路を、前記所定の位置的な範囲として設定することも良い。このような位置的な範囲
を設定するためには、例えば、目的地までの経路を計算するナビゲーション機能を設ける
か、あるいは別体のナビゲーション装置から経路計算結果である経路案内情報を取り込む
必要がある。この経路案内情報を活用すれば、目的地までの経路が属する区画領域に監視
地点が位置する交通監視活動に関する監視予定情報を「事前状況」にあると判断できるよ
うになる。さらに、道路の接続関係を表すリンク情報を第１ＤＢに格納しておくことも良
い。リンク情報を利用すれば、自車両が走行中の経路に接続されており、これから自車両
が進入する可能性がある他の経路を選択できる。選択された他の経路が属する区画領域に
監視地点が位置する交通監視活動に関する監視予定情報を「事前状況」にあると判断でき
るようになる。
【０１１１】
（３）現在情報と関連性を有する事前状況。
　交通監視活動の事前状況として、現在情報と所定の関連性を有する状況を設定すること
も良い。例えば、車速（現在情報）が高いという状況について、速度取締等の交通監視活
動に対する事前状況と判断することも良い。例えば、移動式オービス等による過去の速度
取締の監視予定情報に基づく報知情報を報知すれば、運転者に制限速度を意識付けでき、
制限速度を遵守した安全運転を促すことができる。この場合には、例えば、（１）時間的
な近接性や（２）場所的な近接性が満たされていなくても、事前状況と判断して報知を実
行しても良い。スピードの出し過ぎに注意するように運転者の動機付けとなる。
　例えば、シートベルトを非装着の状況について、検問等の交通監視活動に対する事前状
況と判断することも良い。過去の交通安全週間や検問等の監視予定情報に基づく報知情報
を報知すれば、運転者にシートベルト装着を促すことができる。
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【０１１２】
　車両周辺の状況を表す現在情報（運転情報）としては、前方に車両が走行しているとか
、後方から接近してくる車両があるとか、併走する車両がある等の情報や、前方の信号が
赤であるとか、前方に横断歩道があるとか、前方に歩行者がいる等の情報や、夕方になっ
て暗くなったとか、雨が降ってきた等の情報等、さまざまな情報がある。これらの現在情
報は、例えば、ミリ波レーダーや、レーザーレーダや、超音波ソナーや、撮像カメラや、
雨滴センサや、照度センサや、赤外線センサ等の検知センサによって取得可能である。
【０１１３】
　例えば、前方に車両が走行している状況では、例えば、事故多発地帯という交通情報の
事前状況にあるとして報知を実行し、運転者の注意を促すことも良い。追突事故等の発生
を未然に防止できる。例えば、歩行者が歩いている交差点に近づいたことを検知した状況
や、交差点に近づいたときに運転者の視線が前方に向かっていない状況等であれば、過去
の一時停止取締に関する情報を報知することも良い。歩行者に対する注意や、交差点に対
する注意等を喚起でき、交通安全を向上できる。
【０１１４】
　なお、場所的な近接性や時間的な近接性による「事前状況」について、例えば、いずれ
か一方の近接性が満たされたときに報知を実行することも良い。このとき、報知する情報
量が過大になる場合であれば、場所的な近接性または時間的な近接性が満たされた状況下
であって、かつ、現在情報に関連性を有する事前状況にあるときに報知を実行するように
構成しても良い。例えば、場所的な近接性と時間的な近接性との組み合わせによる「事前
状況」を設定しても良い。例えば、自車両位置も、現在時刻も、監視予定情報には適合し
ていないが、場所的な近接性の条件および時間的な近接性の条件を満たす監視予定情報が
選択されることになる。例えば、自車両が位置する区画領域の隣の区画領域において、過
去に実施されたシートベルト取締に関する監視予定情報を選択できるようになり、対応す
るメッセージの表示が可能になる。
【０１１５】
　報知情報としてのメッセージを表示する報知タイミングとして、次のようなタイミング
を設定することも良い。例えば、自車両が位置する区画領域あるいは隣接する区画領域に
ついて、シートベルト取締に関する監視予定情報があれば、車両イグニションがオンに切
り換えられて運転支援システム１への電力供給が開始された時点を報知タイミングとして
、シートベルト取締に関する報知情報を報知することも良い。
【０１１６】
　シートベルト装着を表す車両信号（車両情報）を現在情報として取得することも良い。
シートベルト装着済みである場合と非装着の場合とでは、シートベルト取締に関する報知
を行う必要性に差がある。非装着の場合には、例えば、報知する際にチャイム音を出力す
る等、重要な情報であることを示して報知したり、繰り返し報知することができる。一方
、装着済みの場合には、一般情報であるように簡単に報知することも良く、報知を止めて
も良い。
【０１１７】
　一般道路を走行中に車速（現在情報）が制限速度を超過したとき、自車両が位置する区
画領域あるいは隣接する区画領域について、速度取締に関する監視予定情報があれば、車
速が制限速度を超過した時点を報知タイミングとして、速度取締に関する報知情報を報知
することも良い。
　一般道路を走行中に交差点に近づいたとき、交通安全キャンペーンに関する監視予定情
報があれば、交差点への接近を報知タイミングとして、交通安全に関する報知情報を報知
することも良い。なお、交差点への接近は、第１ＤＢに格納された地図情報あるいは道路
の路線情報と、ＧＰＳ受信部１３が取得する位置情報と、に基づいて検知可能である。
【０１１８】
　本例の運転支援システム１によれば、公開取締情報に係る交通監視活動の対象ではない
状況下で、「事前」にその交通監視活動に関する情報を報知することが可能となっている



(23) JP 2015-114752 A 2015.6.22

10

20

30

40

50

。「事前」に情報を報知する場合としては、公開取締情報が未来の情報であって現在情報
はその対象範囲外であるが交通監視活動の事前の段階として報知する場合と、現在情報に
関連する過去（実施済み）の公開取締情報を報知して運転者自身に予見させる（意識させ
る）ために報知する場合と、がある。
【０１１９】
　このように、本例の運転支援システム１では、場所が一致しない監視予定情報や過去の
監視予定情報についても、現在の状況と所定の関連性を有する状況下で報知される。例え
ば、過去の監視予定情報に基づく報知を実行すれば、現在の状況に関連した取締が過去に
なされていることから、注意を要することを運転者に意識付けることが可能になる。実施
済みの交通監視活動に関する公開取締情報であっても、運転者側では、その事後的な情報
を利用して交通監視活動に対する事前の予測や推測が可能となる。
【０１２０】
　この運転支援システム１によれば、現時点で実際に実施されている交通監視活動だけで
なく、将来的に実施される交通監視活動や、過去に実施された交通監視活動に関する情報
を運転者に提供することができる。さらに、自車両位置に対して場所が一致している交通
監視活動だけでなく、場所は不一致であるが現在の状況と関連性を有する交通監視活動に
関する情報を運転者に提供できる。運転者は、自車両の近くで実施されている監視活動だ
けでなく、将来的に実施される可能性のある交通監視活動や、過去に実施された交通監視
活動や、離れた場所で実施される交通監視活動を把握でき、交通事故が発生し易い場所で
の運転に一層留意できる。
【０１２１】
　なお、本例の運転支援システム１は、自車両が位置する区画領域を市区町村単位で特定
可能である。この運転支援システム１によれば、高速道路上であるか、一般道上であるか
に関わらず、自車両位置を市区町村単位でより詳細に特定でき、運転者にとって有用な情
報を提示できる。
【０１２２】
　運転支援システム１は、監視活動が実施される地域をカバーする区画領域を、ＳＤカー
ド１７１に記憶された第３ＤＢに基づいて特定することができる。第３ＤＢには、領域情
報が１つ以上対応付けられた監視予定情報が格納されている。自車両が位置する区画領域
の領域情報と、監視予定情報に含まれる区画領域の領域情報とは、何れも市区町村単位で
定められている。運転支援システム１は、自車両が位置する区画領域において監視活動が
実施されているか否かを、第３ＤＢに基づいて画一的に特定可能である。この運転支援シ
ステム１によれば、自車両が実際に位置する場所の近くで実施されている監視活動に関す
る情報のメッセージを、容易かつ確実に特定して運転者に通知できる。
【０１２３】
　表示部１４には、運転者にとって必要なメッセージ（報知情報）のみ表示されることに
なる。したがって、不要なメッセージが多数表示されてしまうことによって、必要な情報
を運転者が見落としてしまうおそれを未然に抑制できる。運転支援システム１は、監視活
動が実施される地域として「～署管内」「～方面」「～号線沿線」等が公表された場合で
も、公表された地域を少なくとも含む市区町村に車両が進入したか否かを特定できる。第
３ＤＢに格納されている監視予定情報には、交通監視活動が実施される区画領域の領域情
報が、市区町村単位で対応付けられるためである。このため運転支援システム１は、車両
の位置に適したメッセージを監視予定情報に基づいて生成でき、運転者に対して報知可能
となっている。運転者にあっては、自車両位置の近くで実施されている監視活動に関する
情報を容易に把握できる。
【０１２４】
　なお、本発明は、上述の実施形態に限定されず、種々の変更が可能である。例えば運転
支援システム１は、無線受信部１２を備えない構成であっても良い。運転支援システム１
は、外部に取り付けられた無線受信部から出力されるＲＳＳＩの電圧レベルに基づいて、
報知対象物と車両との間の距離を把握してもよい。また運転支援システム１は、ＧＰＳ受
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信部１３を備えない構成であっても良い。運転支援システム１は、外部に取り付けられた
ＧＰＳ受信部から出力される位置情報に基づいて、車両位置を把握しても良い。また運転
支援システム１は、表示部１４及びスピーカ１５を備えない構成であっても良い。運転支
援システム１は、外部のディスプレイを制御することによって、外部のディスプレイに所
望の画像を表示させても良い。外部のディスプレイは、例えば車両に取り付けられたカー
ナビゲーションシステムのディスプレイであっても良い。また運転支援システム１は、外
部のスピーカを制御することによって、外部のスピーカから所望の音を出力させても良い
。外部のスピーカは、例えば、車両に取り付けられたスピーカであっても良い。
【０１２５】
　例えば、現在情報として特定された車速が高い状況について、速度取締等の交通監視活
動に対する事前状況と判断することも良い。例えば、移動式オービス等による過去の速度
取締の監視予定情報に基づく報知情報を報知すれば、運転者に制限速度を意識付けでき、
制限速度を遵守した安全運転を促すことができるという効果が生じる。例えば、シートベ
ルトを非装着という現在情報について、検問等の交通監視活動に対する事前状況と判断す
ることも良い。過去の交通安全週間や検問等の監視予定情報に基づく報知情報を報知すれ
ば、運転者にシートベルト装着を促すことができるという効果が生じる。
【０１２６】
　現在情報と関連性を有する事前状況としては、例えば、シートベルト取締であれば、エ
ンジン始動を特定する現在情報が取得されたときの状況や、エンジンの始動後、運転を開
始するまでの時間として想定される所定時間が経過したときの状況等がある。例えば、交
通監視活動が飲酒取締であれば、午後６時以降の現在時刻と共に、繁華街方向から遠ざか
る方向に向かう走行を示す現在情報が取得された状況が事前状況になり得る。例えば、交
通監視活動が交差点関連取締であれば、交差点で停止したことを示す現在情報が取得され
た状況が事前状況になり得る。
【０１２７】
　運転者に対する報知情報であるメッセージの内容は、各都道府県警察署から公表された
公開取締情報に限定されず、例えば、各地方整備局で公表されている情報（規制内容、路
線、住所、月日時間など）であってもよい。
【０１２８】
　オペレータは、公表された公開取締情報に基づき、次のようにして第３ＤＢを作成して
も良い。オペレータは、公表された公開取締情報が、下記（１）かつ（３）の条件を満た
すか、又は、下記（２）かつ（３）の条件を満たす場合、各種項目が対応付けられた監視
予定情報を作成する。
（１）公開取締情報として、監視活動が実施される市区町村が公表されている場合。
（２）公開取締情報として、監視活動が実施される所轄や地域が公表されている場合。
（３）公開取締情報として、監視活動が実施される年月日及び時間が公表されている場合
。
【０１２９】
　上述では、公表された公開取締情報に基づき、監視予定情報を含む第３ＤＢをオペレー
タが作成している。当然ながら本発明はこれに限定されない。交通取締情報を収集して監
視予定情報を生成する収集手段を備えるサーバ（コンピュータ装置）により、監視予定情
報を含む第３ＤＢを自動的に作成する処理を行うようにしてもよい。具体的には以下のよ
うにして実施すると良い。さらに、無線通信機能を備えた車載機器であれば、このサーバ
から監視予定情報をダウンロードしたり、第３ＤＢ自体をダウンロードすることも良い。
【０１３０】
　各都道府県警察署のＨＰを介して公表された公開取締情報を、インターネットに接続さ
れたサーバによって取得する。サーバは、例えば、予め記憶しているＵＲＬの各都道府県
警察署のＨＰを定期的（例えば１日に１回など）にチェックし、公開取締情報が更新され
ているか否かを判断する。公開取締情報が更新されている場合、そのＵＲＬのページの公
開取締情報を取得する。取得した公開取締情報のページの中の複数の公開取締情報から、
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監視予定情報、及び監視予定情報に対応付ける各情報（「都道府県」、「開始日」、「開
始時間」、「終了日」、「終了時間」、及び「管轄」）を抽出する。そのページ内の複数
の情報を抽出し、監視予定情報に対応付けて、図２に例示したような情報を作成する。作
成した情報は、サーバの記憶部に記憶される。
【０１３１】
　公開取締情報によって公表される監視活動の実施地域は、例えば「都道府県」「所轄」
「路線」等であり、監視予定情報に対応付けられる「実施場所」の単位である市区町村ご
とに定められた区画領域の単位とは異なっている場合が多い。このような場合、サーバは
以下のようにして、監視予定情報に対応付ける「実施場所」を特定する。
【０１３２】
　サーバは、各都道府県警察毎に公開取締情報として公表される、交通監視活動が実施さ
れる地域（都道府県、所轄、路線等、以下「公開地域」という。）と、各都道府県警察間
で共通の単位である市区町村の単位で特定された領域情報とが対応付けられた対応テーブ
ルを、予め記憶部に記憶している。公開地域に対応付けられる領域情報は、交通監視活動
が実際に実施される区画領域の領域情報を少なくとも含んでいる。例えば、一の公開地域
に複数の領域情報が対応付けられる場合もある。サーバは、各都道府県警察署のＨＰから
公開取締情報を取得した場合、取得した公開取締情報に含められている公開地域を抽出す
る。そして、記憶部に記憶された対応テーブルを参照し、抽出した公開地域に対応する領
域情報を特定する。特定した領域情報を「実施場所」として監視予定情報に対応付ける。
さらに、監視予定情報には、公開取締情報から抽出した「都道府県」、「開始日」、「開
始時間」、「終了日」、「終了時間」、及び「管轄」を対応付ける。そして、各種情報を
対応付けた監視予定情報を記憶部に記憶する。なお、区画領域の特定方法は、上述の方法
に限定されない。
【０１３３】
　第２サブ表示領域２３に表示するメッセージに、監視予定情報以外の情報、例えば、強
化月間、旬感、習慣などのイベント等の情報、道路規制情報（工事規制、災害による交通
規制）等を含めても良い。例えば道路規制情報を表示することによって、運転者は、規制
されているルートを未然に回避することができる。なお交通監視活動以外の情報は、第３
ＤＢと共にＳＤカード１７１に記憶されており、これらの情報を読み出して、メッセージ
に格納してもよい。
【０１３４】
　第２サブ表示領域２３に表示するメッセージ中の各フェーズに格納するタイトル及び監
視予定情報は、連続して並べられスクロール表示された場合であってもわかりやすいよう
に、監視活動の種別、監視活動が実施される期間、及び、監視活動が実施される地域ごと
に背景色や色文字で仕分けしたり、先頭にアイコンをつけたりしてもよい。また図４に示
すように、メッセージ全体が把握できるように、タイトルに全件数を付加し、監視予定情
報毎にページ件数を付加しても良い。
【０１３５】
　運転支援システム１は、次のような場合にも、第２サブ表示領域２３に表示するメッセ
ージを生成しても良い。「実施場所」が対応付けられていない監視予定情報が第３ＤＢに
格納されていると仮定する。このような監視予定情報のうち、自車両が位置する都道府県
と同一の都道府県が、「都道府県」として対応付けられている監視予定情報をすべて抽出
する。抽出した監視予定情報に対応付けられている「開始日」、「開始時間」、「終了日
」、「終了時間」（図２参照）に基づき、交通監視活動が実施される期間を特定する。特
定された期間内に、Ｓ１０６で特定された現在日時が含まれる監視予定情報を選択し、選
択した監視予定情報に基づいてメッセージを作成する。運転支援システム１は、自車両が
位置する都道府県内で実施されている監視活動に関する監視予定情報を選択し、メッセー
ジを生成することになる。
【０１３６】
　以上、実施例のごとく本発明の具体例を詳細に説明したが、これらの具体例は、特許請
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求の範囲に包含される技術の一例を開示しているにすぎない。言うまでもなく、具体例の
構成や数値等によって、特許請求の範囲が限定的に解釈されるべきではない。特許請求の
範囲は、公知技術や当業者の知識等を利用して前記具体例を多様に変形、変更、あるいは
適宜組み合わせた技術を包含している。
【符号の説明】
【０１３７】
１　運転支援システム
１１　制御部（制御手段）
１２　無線受信部
１３　ＧＰＳ受信部
１４　表示部
１５　スピーカ
１６　記憶部
１７　カードリーダ
１７１　ＳＤカード
４１　メッセージ

【図１】 【図２】
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